
【令和４年度登録・認証制度の申請審査を鑑みての令和５年度留意事項】 

Ｑ１：自クラブに、ＪＳＰＯ公認クラブマネジャー又はＪＳＰＯ公認アシスタントマネジャーはいます 

か。 

Ｑ２：自クラブの活動種目に、ＪＳＰＯ公認スポーツ指導者が配置されていますか。 

Ｑ３：自クラブに、緊急連絡体制を整備して活用できますか？ その周知はできてますか。 

Ｑ４：申請書類③規約・定款等に、改廃に必要な議決について明記されていますか。 

   明記されていない場合は、早々に意思決定機関（総会、理事会等）の承認可決の上で改定し申請 

できるようにしてください。 

Ｑ５：申請書類⑧議事録は、当該年度の事業計画・予算、前年度の事業報告・決算を議決した意思決定 

機関の議事録に、出席者が明記されていますか。 

 

 

【 特 記 事 項 】 

●令和５年度の登録申請書類について 

・令和４年度に登録済みのクラブは変更等がない限り、申請書類の提出は不要です。 

・令和４年度に登録していない、市町村が認めた上で県が認めた『創設済みクラブ』が登録を希望する場 

合は、新規登録となるため、申請書類①～⑨を公益財団法人神奈川県スポーツ協会クラブアドバイザー 

長門旬也 宛にメール。若しくは、郵送で提出してください。 

・令和５年度の審査は、令和 4 年度と同様に形式審査となります。 

・令和４年度に登録済みのクラブが令和５年度の登録料を納入した。また、令和５年度に新規登録できた 

クラブは、令和５年度の「予備登録認定証」が発行される流れとなります。 

 

●令和５年度の申請書類受付基準について 

・申請できるクラブは、市町村が認めた上で県が認めた『創設済みクラブ』であり、準備中クラブは申請 

できません。 

・新規創設クラブ（申請年度創設済みクラブ）は、８月１５日までに市町村が認めた上で県が認めた『創 

設済みクラブ』であること。 

 

●令和５年度の登録料について 

・更新並びに受付基準を満たして新規登録を希望する総合型地域スポーツクラブは、一般社団法人総合型 

スポーツクラブネットワーク（以下、ＫＳＮ）へ令和５年度の入会申込書を提出の上、会費（年額）7,000 

円をお振込みください。登録料の 2,000 円（5 か月分）はＫＳＮを通じて支払われます。 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＳＮ入会申込書・年会費のお問合せ先 

   一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク 

事務局：理事 鈴木 章弘 

メール：akihiro@takatsuself.com 

電 話：０４４-８３３-２５５５ （共用） 

ＦＡＸ：０４４-８３３-３００６ （共用） 

mailto:akihiro@takatsuself.com


●都道府県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の内、神奈川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会の事務 

局公益財団法人神奈川県スポーツ協会について 

・令和５年度の申請について、ホームページの更新を現在準備中です。 

 

●神奈川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会について 

・神奈川県スポーツ課、神奈川県立スポーツセンター（広域スポーツセンター）、一般社団法人神奈川県 

総合型スポーツクラブネットワーク（略称、ＫＳＮ）は、神奈川県総合型地域スポーツクラブに関す 

る業務を引き続き行う中で、登録・認証制度に関しても神奈川県総合型地域スポーツクラブ連絡協議 

会の構成員として連携・協力していきます。 

 

●本制度の全国版の概要と申請書類について 

・下記のＪＳＰＯサイトからご覧になれます。 

https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid1337.html 

 

●申請書類の受付期間について 

・受付開始：令和５年４月１日（土）～受付締切：令和５年７月３１日（月） となります。 

・申請書類⑤令和５年度事業計画・予算書、⑥事業報告・決算書、⑧議事録は、ほとんどのクラブが３月 

末決算であることから提出できると考えられます。それ以外の決算期日のクラブにおいては、直近年度 

のものを提出してください。 

 

●申請の手続き（申請書類）について 

・別添、資料１をご確認ください。 

 

●登録基準及び申請書類の質問について 

・別添、資料２のＱ＆Ａをご参照ください。 

 

●登録有効期間について 

・令和５年度に限り、登録有効期間が変更となるため、令和５年年１１月１日から令和６年３月３１日の

（５か月間）となります。＊予備登録認定証の発行があります。 

・令和６年度からは、当該年度の４月１日から翌年３月３１日（１年間）となります。 

 

●申請書類⑨ガバナンスコード取得について 

・別添フォルダ【ガバナンスコード登録手順】を参照してください。 

・登録内容の変更は随時できます。 

・自クラブのセルフチェックシート（例あり）を先に作成しておくと登録画面の入力作業がスムーズに 

行えるでしょう。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

公益財団法人神奈川県スポーツ協会 

      クラブアドバイザー 長門 旬也 

メール：clubadviser@sports-kanagawa.com  

電 話：０８０-５５３２-７４５６ （個人） 

https://www.japan-sports.or.jp/local/tabid1337.html
mailto:clubadviser@sports-kanagawa.com

